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ナチ・レジーム初期の雇用創出政策(上〉

一一4 ラインハノレト計画を中心に一一ー

後藤俊明

目次
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3 中間層問題への対応

4 大工業との利害調整

E 結び

I ラインハ)1-ト計画の基本的性格

ナチ雇用創出政策は，いわゆるヲイソハノレト計画を画期として本格的に開始

された。それは. 1933年 6月1日に発表された第 1次計画と 9月21日の第z
次計画から成る。すでに前稿において，ラインハノレト計画以前のナチ雇用創出

政策の政策決定過程をいわゆる「優先問題」の観点、から考察して，そこでは軍

事政策的利害に重点が置かれていたことを明らかにした九そこで，以下では，

ラインハノレト計画において「優先問題」がどのような展開を示したかを検討L

て，その基木的性格を明らかにしてみたいと思う。

1 第 1次ヲインハノレト計[商

第 1次ラインハノレト計画の立案過程において重要なイニ Vアティヴをとった

1) 拙稿「ナチ雇用創出政策と再軍備問題ーーラインハルト計画以前を中心に一一H 匝皆論叢』

第130巻第3.4号 (1982牢9. 10月)， 75-94ページ。



ナチ・レジーム初期の雇用創出政策(上) (305) 日

のは労相ゼノレテ FranzSeldteであった。ゼノレテは. 1933年 4月22日内閣官房

(Reichskanzlei)に書簡を送り新しい雇用創出計画を作成する必要性を訴え

たあとへ 4月27日には具体的な計画草案を含む書簡を送って早急に立案に着

手するよう要請したへそのなかでゼルテは， まず， ドイツ経済がすでに不況

の最低点在通過し1933年2月から 4月までに失業者が約52万減少したことを認

めつつも，景気の上昇運動がいまだ顕著に現われず失業減少も多くは季節的要

因に基くものであると指摘して，失業の根本的解消のための包括的な政策を早

急に打ち出す必要があることを強調した。具体的には，総額10-15億 RM に

のぼる公共事業の実施が設も重要な失業対策として提案された。それによれば，

失業を速やかに克服するためには，まずもって労働集約性の高い公共事業を優

先的に実施すべきであり，その指標として事業資金に占める賃銀費用の割合が

70;百以土の事業が指摘きれたロしたがって，労働者の年間平均所得を1500RM

と仮定すれば. 10-15億マルク計画の実施によって 1年間に47-70万の失業解

消が可能であり，さらに間接的な就労機会の増加を加えると約 100万の失業解

消を期待することができた。具体的な事業カタログにおいて注目すべきことは，

個人住宅建設，都市近郊小規模植民，公共建築物修繕といういわゆる家屋建設

(Hochbau)関連事業が新計画の最重要項目に挙げられたことである。ぜんテ

は rこれまでの雇用創出計画では住宅建設は非常にわずかしか考慮されなか

った。…・・・現在家屋建設業 (Hochbaugewerbe) はわずか20%の就業状態にあ

るため，住宅建設の回復は緊急に必要である」と，家屋建設重視の理由を述べ

ている430 ここで指摘されたように，従来のパーベγ計画および緊急計画にお

いて家屋建設関連事業がそれぞれプログラム全体の6.5%，3.3%にすぎなかっ

たよとと比較するならばペゼノレテ草案においてこれらの公共事業が優先され

2) Schreiben Seldtes an Reichskanuei vom 22. 4. 1933， in: BA， R2/18675 
3) Schreiben Seldtes an Reichskanzlei vom 27. 4. 1933. in: BA， R43I;1461， 61. 399f. 
4.) Ibid.. B1. 405 
5)' Denkschri:ft des' ReichsfinanzminIsteriumg (= RFM) : Die Arbeitsbeschaffungsmasnah 
men aer Reichsregierung 1932 bis 1935， Bt::rIin 1937， S. 12，15 (in: BA. R 2/ 18701). 
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たことはとくに注目されてよいと思う。さらに，ゼノレテ草案には家屋建設関連

事業のほかに，農村植民，農地改良，道路・運河建設などの事業カタログが盛

り込まれていたが，これらの事業は，その直接的・一次的目的からみた場合，

t己主白公共事業であるといえよう。雇用創出政策において民生を重視するゼノレ

テの立場は，実はナチスの権力掌握直後から鮮明であった。すなわち， ヒトラ

ーが軍備拡充のための軍事的公共事業を最優先させる指令を出した 2月8日の

閣議の席上，ゼノレテは「純粋な国防政策上の任務とならんで国民経済にとって

価値ある他の事業もまた存在し，それを決して無視してはならない」と発言し

て，失業対策における非軍事的公共事業の重要性を強調Lていたのであるヘ

以上より， ぜノレテ草案の基本的性格は，失業の速やかな克服を最優先課題と

する労働市場政策の立場合、ら出発して，家屋建設中心の民生的公共事業から成

る直接的雇用創出政策路線に立つものと特徴づけると左ができるだろう。

こう Lた4ルテ草案を墓礎にして 5月9日労働省において実務者会議が開

かれ新しい雇用創出計画を具体化するための作業が開始され，その後 5月11日

の閣議を経て 5月318の閣議において最終的に大綱が決定きれ，翌 6月1日

「失業減少のための法律J (Gesetz zur Verminderung der Arbeitslosigkeit) 

として発表されたの。これが第 1次ライシハノレト計画である。その内容は大き

く分けて，①企業投資促進のための減税，①女子労働力に関する政策，①公共

事業計画から構成されている。 G②の施策についてゼノレテ草案においてもその

実施の必要性が指摘されていたものの，具体的内容について立ち入った言及は

行われなかった。おそらくラインハノレト計画の立案過程において大蔵省次官ラ

インハノレト FritzReinhardtの手によって具体化されて付け加えられたものと

推定できる。以下で，それらの内容を簡単に検討してみたい。

まず，企業減税について， 1933年 7月 1日以降 i年半の聞に行われる更新投

6) Nierler~chrift uber die Ministerbesprechung am 8. 2. 1933. in: BA. R43II/536. 81. 9 
7) Gesetz zur Verminderung der Arbeitslosigkeit vom 1. 6. 1933， in: Reichsgesetzblatt (コ

RGBl)， 1 1933， S. 323 f 
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資に対して所得税・法人税・営業税が免税された"。大恐慌以来更新投資が停

滞した結果その需要は約13億 RMに達すると試算されたためへ税制上の優遇

措置によってこの需要を喚起し，生産財工業における雇用を拡大することが企

図されたのである。しかし，同時に，更新投資にともなう失業の増加を防止す

るために，①更新前と更新後の機械・設備が同種であること，②更新投資の結

果被用者数が減少しないことの 2点が減税の条件とされた。このことは，この

減税措置ではあくまでも失業対策の観点が優先され，経蛍にイムバグトを与え

るという側国はこ次的なものとみなされていたことを示Lている。経営合理化

の促進を目的とする新規投資に対する狩(10/，政策は，失業調題がもはや経済政策

の中心的課題でなくなった1935年 1月に歪つてはじめて実施されるのである回。

つぎに，女子労働力に関する政策として，①女性家事手伝の雇用に対する所

得税減税D' ①結婚奨励貸付金制度目〉が実施された。これらの政策は，女性失

業者の減少を目的としただけでなく，商工業の雇用関係にある女性労働者を家

庭労働へ追レやり，それによって増加する就労機会を男性失業者に振り向ける

ことを目的Eしていた。その意味で，これらの政策は経済の生産過程の外部に

就労機会を創出して労働市場の緩和を図るいわゆる金済外雇用創出政策と捉え

ることができるIへところで，家事手伝に関する減税措置の内容は 3名に

限って家事手伝を雇い入れた場合にその雇用者に対して所得税の扶養者控除

(Kinderermasigung) を認めるというものである。この減税措置は，すでに

5月に打ち出されていた家事手伝に関す喜 連の社会政策を補完するものであ

8) Ibid.， Abschnitt 11 

9) 1. Stcl田 cr，Arbcitsbaschaffung und Wiederaufrustullg 1933-1936， Dis$. Tubingen 

1976， S. 121. 
10) R. Erbe， Die nationalso剖 ali.tischeWinschaftspo拍 ik1933-1936叩 Licktder mo 

dernen Theorie， Zuri巴h1958， S. 30. 
11) Gesetz vom L 6. 1933. Ahschnitt IV. 

12) Ibid.， Abschnitt V 

13) そ白ほかに， r封働奉仕制JCArheitsdienst)ゃ「農村救援制度J(Landhilfe)もこうした政策
に含まれるであろうα 笠た，グレプラ は1935年 3月比導入された「徴兵制」も「経桝外雇用創
出」の統制も捉えていて，興味深い。 Vgl.L. Grebler. Wotk Creatiort Policy in Germany 

1932-1935 (1)， in: Intern叫 iona!Lahour Revie町 35(19j7)， p. .335 
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った。すなわち 5月12日に家事手伝を失業保険料支払から免除する法律が公

布されたのにつづいて 5JJ 16日には疾病保険の拠出率の引下げが行われたの

である凶。これらの措置が家事手伝の向島を促すための優遇措置であったとす

れば，ラインハノレト計画では税制上白優遇によっ C家事手伝に対する需要を払

大することが企図されたといえよう。つぎに，結婚奨励貸付金制度とは， 1931 

年 6月から1933年 5月までの 2年間に 6ヵ月以上の就業経験のある女性が結婚

後就職しないことを条件に結婚資金を無利子で融資するという制度である。そ

のための財源は「結婚援助税J (Abgabe zur Ebestandshilfe) という新税のも

とに独身納税者から所得の 2-5%を徴税することによって調達された。貸付

限度額は660RMとされ，貸付の 3カ月後から月 1%ずつ返済することが義務

づけられた。ただし，子供を出産すれば子供1人につき融資額の25%が返済免

除となったため，この制度は結婚奨励金の性格とともに出産報奨金の機能をも

もつものであったといえよう 15)0 1935年 1月末までに融資件数38万件，融資総

額 2億600万 RM(1件平均融資額542RM)の実績を残した則。この制度によ

って女子労働力の供給が一定程度抑制されただけでなく，貸付金の大部分が家

具，衣料，、日常生活用品等の購入に充てられたため個人消費の拡大に大きな役

割を呆し，小売業および衣料・木材加工等の手工業部門の経営状態の改善に強

いイムバグトを与えたといわれる。

以上の政策に対して，第 1次ラインハノレト計画の中核を形成したのは公共事

業計画であった。発表された計画によると，事業総額は先行する緊急計画の 2

倍に相当する10億 RMが予定され，その事業カタログと資金配分は次の通り

である 17)0 ①公共建築物(官庁舎，学校，教会等〉の修繕・補修に対する無利

14) Gesetz四 rBefreiung der Hausgehi!finnen von der P出chtzur Atbe出 losenversicherung
vom 12.5.1933. in: RGBl.I 1933. S. 265: Verordnung也berdie Herabsetz.ung der Beitrage 
zur lnvalidversicherung fur Hausgehilfinnen vom 16. 5. 1933， in: RGBI. 1 1933， S. 283. 

15) D. W四 kler，Frauenarbeit im“Dritten Reich ". Hamburg 1977. S. 48. 
16) J. Stelzner， op. cit.， S. 101. 
17) Gesetz vom 1. 6. 1933. Abschnitt 1;“Eine Milliarde Arheitsschatzanweisungenてm:

WTB vom 31. 5. 19，団事業予定額は，次の史料に依る.SchreibeロSeldt目 前 Reichskanzlei
vom 8. 6. 1933. io: BA. R 43 II / 536. B1. 254 f. 
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子融資 (2億 RM。こ白内浮浪者の仮避難所建設に5，000万 RM)，②住宅およ
@ 

び農業の営業用建築物の修繕，住宅供給の増加を目的とする既存住宅の分割・

改築に対する助成金交付(1億 RM)，③都市近郊小規模植民(1億 RM)，農

村植民 (5，000万 RM)および個人住宅建設 (2，000万 RM)に対する融資， ω治

水工事(1億 RM)および地方公益事業(=電気・水道・ガ且施設整備)(1

億 RM)に対する融資，⑤土木事業に対する助成金交付(1億8，000万 RM)，

⑥「必需品購入証J CsedarfsdeckuI唱 sschein) (1億2，500万 RM)，①その他

(2，500万 RM)。ところで，公共事業計画をめぐる立案作業が4月末日ぜノレテ

草案起草以降どのように進められたか必ずしも明らかではない。しかし 5月

9日の実務者会議において各省庁から提出された予算要求リスト山といま上で

整理したライ γハノレト計画決定後の資金配分計画とを比較することによって，

その聞の経緯を推測することができる。第 1表によれば 5月9日に提出され

た要求総額は16億7，200万 RMにのぼり，これはぜんテ草案において予定され

た事業規模の上限を上回るもの 第1衰公共事業の資金配分(単位百万RM)

であり， ライ γハノレト計画では

10億 RMに縮小された。この

うち，ライヒ鉄道およびライヒ

郵便の要求総額3億3，400万RM

は全額削減され，それは削減総

額の49.7%に当る。その理由は，

すでに 2月初めの雇用創出委員

事業内容片品開|寄1品EJ

会の方針に刀てされたように川，

ライヒ鉄道とヲイヒ郵便は自己

家屋建設

農業関係

土木事業

必需品購入証

地方公益事業

ライヒ鉄道

ラfヒ郵便

航 空 省

そ の 他

合

金融によって公共事業を実施す 〔出典〕注17)明書照。

450 420 

150 70 

517 277 

125 

100 100 

270 

64 

56 

68 8 

1，672 1，000 

18) Anmeldungen 2um Arbeitsbeschaffungsprogramm in der Sitzung am 9. 5. 1933， in: BA， 
R 431I 1536， BI.165 f 

19) Niede凶 chriftuber die Sitzung des Ausschusses iur Arbeitsbeschaffung am 9'-2. 1933， 
in: BA， R43II/536， B1. 20f 



58 (310) 第130巻第5.6号

べきであったからにほかならない。また，土木事業についても 5億 1，70C万RM

‘ーから 2億7，700万 RMへ大幅な削減が行なわれたが，しかし，必需品購入証の

大部分は土木事業に従事する労働者に交付されることとされたため，そり財源

1億2，500万 RMは事実上土木事業費とみなすζ とができる。それにもかかわ

らず，土木事業費が相対的にみて低く抑えられたのは，すでにパーベ Y計画お

よび緊急計画におい E総額3億 4，400万 RMが計上されていたからと思われ

る制。これに対して，家屋建設関連事業の要求額は，わずかえ000万 RM削減

されたにとどまり 4億2ρ00万 RMが計上された。これはプログラム全体の

42%にあたり，家屋建設関連事業がライ Yハルト計画において中軸的な役割を

与えられたとと告示すもの土いえよう。その意味で，ゼノレテ草案における「家

屋建設の優先」という基本構想はラインハノレト計画の立案過程において継承さ

れ最終的に実現されたといえる。つぎに注目すべきことは， 航空省の要求額

5，600万 RMが全額削減されたことである。航空省は 5月13日ゼルテ宛に書簡

を送り，本来の航空関連事業は通常の国家予算から資金調達する予定であるた

めこれを雇用創出プログラムから除外することに同意すると伝えたが，それ以

外の追加的事業を雇用創出プログラムの枠内で実施するよう要請した叩。その

なかでとくに緊急を要する事業として，民間防空対策および空港・臨時着陸施

設の補修・改築・新設という間接的再軍備のための公共事業を挙げた。これら

の要求はラインハノレト計画発表後その実施過程において国防軍の強い圧力のも

とで部分的に実損されることになるが222，ラインハルト計画の立案段階ではひ

とまず全額削減されたのである。そのため，国防相プロムベノレク Waltervon 

Blombergは 7月6日付ゼルテ宛書簡にて I新しい雇用創出計画に関します

貴下町提案において国防軍の利害が全く配慮されておりません」と不満を申し

立てなければならなかった加。

20) Denkschrift des RFM， S. 12， 15 
21) Schreib田 desReichsministe四 furLuftfahrt an Reichsarbeitsminister ( =RAM) vom 18 

5. 1933. in: BA. R 43 11 1536. 81. 24 
22) Vgl. Schreiben des RAM an RFM vom 31. 10. 1933， In: BA， R2/18718 
23) Schreiben d凹 Reichswehrministers3n RAM vom久 7.1933， 1n: aA， R2!lB718. 
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さて 6月28日ラインハルト計画の施行令が発表され，その実施のための細

則が定められた'"。そのなかでラインハルト計画の基本的性格を明らかにする

うえで重要と思われるい〈つかの点を指摘したい。

まず第 1に，公共事業の実施によって速やかに失業を解消するために i補

助手段としての機械が必ずしも不可欠ではなく，しかも人間労働力〔の投入〕

に限定することによって不均衡な工事費高騰が生じないかぎり，工事は人間労

働力によって実施されねばならない」と定められ，労働集約性重視の原則が明

確に打ち山された。また，投入する労働力は原則として失業者とし，そのうち

最低805百は失業者扶助の受給者でなければならなかったQ それは，のちにみる

ように，失業救済制度における国家財政の負担軽減， 1:りわけ地方財政の再建

が，ラインハノレト計岡の目的のひとつであったからにほかならない。第2に，

公共事業を受注する企業に対して1934年6月30日まで労働時間を最高週40時間

に制限することが義務つeけられた。すでに1931年6月5日のブリューユ:/!/緊

急令は週労働時聞を一律40時間に定める権限を労働大臣に与えていたが，労使

双方の反対のためにその強制的制度化は見送られていた却。いまやライ y，リレ

ト計画の新しい義務規定によって，週労働時闘が40時間を超過している企業は，

いったん公共事業を受注すれば，すべての被用者の労働時間を週40時間に短縮

し，その短縮分を失業者の新規雇用によって補わなくてはならなかった。それ

は企業の合理化努力に逆行する国家介入政策を意味したが，国家はその代償と

して企業に「公共事業からの利潤」を保証したといえよう。いずれにせよ，以

上の労働時間に関する義務規定は，ラインハノレト計画において経営の合理1tの

観点より失業者の量的減少という失業対策の観点が優先されていたことを示す

ものといえよう。最後に，必需品購入証制度の実施が注目される。必需品購入

証は，すでに触れたように，公共的土木事業に従事する労働者の賃銀支払に使

24) Verordnung ZUI Durchfuhrung der Arbeitsbescha旺ungsmasnahmen auf Grund des 

Gesetzes zut Verminderung der Arbeitslosigkeit (=AB.DVO) vom 28.6.1933， in: RGB l. 
1 1933， S. 425 

25) L， Pre11町 ，Sozialpolitik in der Weimarer Retublik， Stuttgart 1949， S. 474 
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用されただけでな<，結婚奨励貸付金にも利用された。購入証を受け取った者

は地方自治体の指定する小売庖で指定された商品(家具・衣料・日常生活用

品)と交換することができた。地方自治体の小売庖指定においては，原則とし

て.百貨庖・消費組合等は排除され，中間層的小売業および手工業が優先的に

指定されるべきであった。ところで，賃銀支払あるいは結婚奨励金貸付が現金

でなく購入証の形態で行われたのは，賃銀あるいは貸利金が家具・衣料等の購

入に充用きれないで他の目的〈例えば負債返済・滞納税納付・貯蓄等〉のため

に支出されることを防止するためであった。つまり，必需品購入証の目的は，

その使途を限建することによって，消費財工業における需要増大(1-たがって

雇用創出〉をもたらす追加的個人消費を確実に拡大きせることにあ η た土いえ

ょう。

2 第 2次ライ y ハノレト計画

以上で考察した第 1次ラインハノレト計画がナチ雇用創出政策の第 1弾であ

ったとすれば 9月21日に発表された「失業減少のための第二法J (Zweites 

Gesetz ，zur Verminderung der Arbeitslosigkeit)は，その第2弾を意味し

た叩。このいわゆる第2次ライ Yハルト計画の内容は，大きく分けて，農業政

策と住宅政策に関するものであった。このうち農業政策については，①総額 1

億 RMの地租減税，①売上税の 1%引下げから成る減税政策を内容とした。

これに対して，本稿の考察にとってヨリ重要であるのは住宅政策に関する諸規

定である。乙れは，減税政策とライヒ助成策とから成る。まず，住宅建設を刺

激するための減税政策と Lて，①1934年 4月以降2年間に小規模住宅 (Klein-

wohnung)を建設した場合に，所得税・財産税・地租〈ただし市町村税として

の地租は50%) を1938年度まで免税すること，②1934年 4月以降4年聞に個人

件宅 (Eigenheim) を建設Lた場合に， 1943年度まで①と同様の免税を行うこ

と27lのさらに，③1924年から1930年の期間に建設された住宅(し、わゆる"Neu-

26) Zweites Gesetz zur Verminderung der Arbeitslosigkeit vom 21. 9. 1933. in: RGBl， 1 
1933， S. 651 f 

27) その後.10月26日の施行令に土って.1934年1月から3月までに建設された個人住宅も世，mのノ
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hausbes山“)の地租の減税〈総額5，000万RM)o1930年以降の不況期に建設き

れた住宅が建設資材の価格低車ぎたよって比較的安価に建設されたのに対して，

それ以前田住宅は相対的に高い建設費用を要しだため，住宅市場において競争

能力を著しく失っていた。これを救済することがζ の減税措置の目的であった。

以上の減税政策が間接的雇用創山政策であったとすれば，ヲイヒ助成策は直

接的雇用創出を目的とするものであった加。その内容は，第1に，住宅の修

繕・改築に対する総額 5億 RMの助成金り交付である o この助成金の額は第

1次ライ γハルト計画の 2分の 1に相当し，それ自体すでに大規模な雇用創出

政策であった。しかし，この助成策の意義はそれにとどまらない。すなわち，

功成金は修繕工事費の20%，改築工事費の50%に対して交付されたため，工事

費の残余の部分は家屋所有者が自己負担しなければならなかった。したがって，

助成金を「誘い水」として，貨幣市場において非流動的な状態にある資金を住

宅建設のために流動化させることができると期待できた。労働省の試算によれ

ば，助成金が修繕・改築工事に均等に配分されると仮定した場合，それによっ

て流動化される民間資金は12億5，000万 RMに達すると予想された目。しかし，

他面において，不況の長期化による家計の窮迫と金利高のために，家屋所有者

が修繕・改築工事のための残余の資金を自己調達する能力には一定の限界があ

った。そのため，第2次ライ Yハノレト計画では第zの助成策として利子補給金

制度が実施された。これは，家屋j所有者が住宅白修繕・改築に対するライヒ助

成金の交付を前提にその自己負担分として金融機関から借り入れた資金の利払

いをライヒ政府が負担するという制度である。具体的には，借入金の 4%を額

面とする「利子補給証券J CZinsvergutung開 chein)が家屋所有者に爽付され，

家屋所有者はこれを1934年から1939年までの 6年間に毎年額商の自分の 1ずつ

、対象に付け加えられた。 Vgl.Durchfuhrungs-Verordnung uber die Steuerbefreiung fur neu 
errichtete Kleinwohnungen 'und Eigenheime vom 26‘10. 193~ ， in: RGBl， 1 1933， S. 773目

2目 白金自雇用創出および壷金自雇用創出の定農は， ここではK.Schiller， Arbeitsbeschaffung 
und Finanzordnung in Deutschland， Ber1in 1田6，S. 2fに位。τいる。

29) Rundschreiben des RAM vom 31. 10. 1933， in目 BA，R 4311/537， BI. 42 
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換金することができた。そのための財源として毎年6，000万 RM，したがって

総額 3億6，000万 RMが討上されたsω。さらに， 11月末には修繕・改築工事を

促進するための税制上の優遇措置が打ち出された。すなわち， 1933年12月 1日

から1934年 3月末日までに修繕・改築工事を行うことを条件に， 1932年12月末

日を納入期限とする国税の滞納分が，その滞納に対する追徴金も含めて，棒引

きにされたのである目。この措置によって，家屋所有者は金融機関から融資を

受けることがヨリ容易とな ?tこ。労働省の推計によれば， 1934年 5月までに約

2億 RMが棒引きにされたという山。

ところで，以との住宅修繕・改築を中心とする雇用創出政策はヒトラーの強

いイニシアティヴに基くものであった。 1933年 5月29日雇用創出政策に関する

工業界の代表者との会談において，ヒトラーは，とくに建設手工業の窮状に触

れて，その救済のために家屋修繕事業を大規模に実施する予定であると述べ，

そのためには減税，修繕工事に対する優先的融資制度および政府資金の投下か

ら成る総合的な政策を実施する必要があることを強調した88hその 2日後の閣

議においてもこの問題に言及し，その具体的内容として 3年半から 4年にわ

たる総額30→0億RM規模の家屋修繕計画およびその資金調達方法としてお億

R Mの優先的融資制度と毎年 2億5，000万 RMの家屋利子税 (Hauszinssteuer)

の充用という構想を示した制。このヒトラー構想は，資金調達方法において当

初から現実の実現ロJ能性が乏しかった。とくに家屋修繕のための優先的融資制

度は金融機関に拒否されたため'"ヒトラ 構想は縮小された規模で実現され

30) Rede Reinhardts auf der Auslandpressekonferenz uber die deutsche Arbeitsbeschaffung 

am 27. 3. 1934， in; De叫 schesNachrichtenburo (=DNB) vom 27. 3. 1934 
31) Erlas des RFM vom 28. 11. 19団，四 Da'占utscheHand:ωerksblatt (=DHBl) vom 

15. 12. 1933. S. 471-2 
32) Reichsarbeitsblatt (:=:RABl)， II 1933， S. 184 
33) Besprechung mit Industriellen uber die Arbeitsbeschaffung am 29.5.1933， in: BA， R 43 

11 /536， Bl. 347 f 
34) Vermerk uber die Chefb田 prechunguher die Arbeitsbeschaffung am 31. 5. 1933， iロ

BA， R 43 11 / 536， Bl. 222. 
35) Vgl. Vermerk uber die Besprechung mit den Vertretern der Spitzenverbande des Real. 

kredits uher die Frage der Geldbeschaffung im Wohnungswesen arn 5.10.1933， in: BA，ノ
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なければならなかった。しかし，いずれにせよ，第2次ライ γハ/レト計画にお

ける住宅修繕・改築プログラユは，以上のヒトラー構想を基礎として打ち出さ

れ，それは基本的に手工業技済策の性格をもつものであった。こりことは，の

ちに考察される雇用創出政策と内政的諸条件との関連において重要な意味をも

つものである。

以上，われわれは第 1次ライソハルト計画と第2次ライソハノレト計画の内容

を検討したが，それ令雇用創IJfH政策幸子めぐる「優先問題J 10 (/)関連で整揮し

てみたい。ライ Y ハノレト計画では失業の量的減少という失業対策一一一いわゆる

"jedem Arbeitslosen eine Arbeit!“とし、う課題一ーが最優先課題とされ，木

来経済的再軍備のための労働市場政策にとって決定的に重要である「労働力の

適正配置J--die richtige Kraft am rechten Arbeitsplatz !ーーという原則は

二次的なものとされた。このことは，必然的に，公共事業計画の事業カタログ

の選択をも規定し，住宅関連事業を中心とする労働集約性の高い民生的公共事

業が重点的にプログラムに盛り込まれた冊。もとより，民生的事業が軍事的基

盤施設 (militarischeInfrastruktur) の整備を目的とする間接的再軍備に役立

つことを否定することはできない。しかし， このことをもって，ライ Y ハノレト

計画をヒトラーの構想した軍事的戦略目標の首尾一貫した実現過程のなかに位

¥R 43 II/537， Bl. 50 

36) ライン九ルト計画以外の雇用創出事業として高速道路建設が注目されるが，本摘ではそれにつ
いて立ち入った検討を加えることができない。 t世来の研究史において高速道路建設およびモータ
リゼーションの軍事戦略的生格が強調されたりに対し-C，最近白研究がそれらの実現過程を詳細

に考察するなかで再軍備との孟生品関連について消極的あるいは否定的なテーゼを展開している
ことは，ナチ レジーム初期の経済政策をめぐる「一段階説」と「二段階説」との論争に新たな一石
を投ずるものとして興味深いn最近の研究として. R. J. Overy， Cars， Roads， and Economic 
Recovery in Germany 1932-8， in: The Economic History Review 28 (1975)， pp. 466-483; 
K. -H. Ludwig， Strukturmerkm.ale nationalsozialistIi:;cher Allfru_stung bis 19雪5.in: F 
FOIstmeier lmd H. -E. Volkmann CHg.)， Wirtscha.ft und Rustung am Vorabend des Zweiten 
Weltkrieges， Du開 eldorf1975， S. 39-64; H. Henning， Kraftfahrzeugindustrie und Autohuhn 
hau in der Wirtschaft坤 olitikdes Nationalsozialismus 1933 bis 1936， in: VSWG 65 (1978)， 
S. 217-242; J.Stelzner， Op. cit.， S. 249 f こ札らり研究に対する批判とし亡， H. -E. Volkmann， 
Die NS-Wirtschaft in Vorbereitung des Krieges，旧 W.Deist u， a.， Ursachen und Voraus 
setzungen der deutschen Kriegspolitik (Das deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg， Bd 

1)， Stllttgart 1979， S. 238 f 
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置づけて再軍備政策の一環として捉えることは，ライ Yハノレト計画の基本的性

格の把掻にとって一面的で弘るといわなければならない。むしろ，虫食自余ゐ

長先由irゐ設定という観点からみるならば，この時期のナチ経済政策は主ナも

って失業問題の早期解決に照準を合わせ，再軍備政策から一応独立した自律的

な政策目標を追求したといえよう。

11 ラインハ)1-卜計画と内政的諸条件

われわれは，すでに前稿において， 1933年前半期のナチ雇用創出政策が「軍

備拡充の絶対的優先J tいうナチ党指導部の戦略的意図に某本的に規定されて

展開されたことを明らかにしたが，これに対して，前節の考察が示すように，

ラインハノレト計画では「失業対策の優先」の観点から民生的雇用創出に重点が

置かれたと言わなければならない。ここに，ナチ雇用創出政策の「優先問題」

における重点の移動をみることができる。すなわち，ナチ党指導部はライ γハ

ルト計画の作成に際して彼らの軍事的戦略目標を一貫して貫徹させることがで

きず，雇用創出政策の重心を，その意図に反して，軍事的雇用創出から民生的

雇用創出へ転換することを余儀なくされたのである。このことは，ナチ党指導

部の本来の政策意図とその実現を可能とする客観的諸条件との講離の問題と密

接に関連する。その意味で，ナチ党指導部の意図した政策目標の実現を制約し

走会委歯を解明すること，いいかえれば，雇用創出政策の政策決定過程におけ

る政策選択の余地の問題を明らかにすることが重要となろう。その場合に，わ

れわれは次のテーぜから出発したし、。すなわち，ヲイ γハノレ I計画の立案段階

においてナチ党指導部が選択しえた政策の可能性は， 1933年春以降の経済およ

び内政の客観的情勢の制約を受けてすでに著しく限定されていたため，彼らの

軍事政策的戦略目標をライ Y ハノレト計画において実現きせうる余地はきわめて

小きか勺た，と。一一こうした制約条件として作用した経済的および内政的諸

要因を解明すること，これが本節の課題である。

1 労働市場の動向と地方財政
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ドイツ経済は1932年秋に不況の底を脱出したあと， 1933年に入って緩慢な回

復基調にあった叩。全工業生産指数は1932年 6月から1933年 6月までに60.7か

ら69.5へ上昇し山，また，就業者数は1932年 1-3月期に約11万減少したの

に対して1933年同時期には約71万の増加をみた開。そのかぎりで， クロノレが指

摘するように叩，パーベンおよびンュライヒャー内閣によって定置された景気

上昇傾向が1933年前半期にも持続していたといえよう。しかし，こうした一定

の景気回復はただちに急速な失

業者の減少に結びついたわけで

はなかコた。第2蓑から切らか

な上うに，失業者数は1933年 1

月- 4月に約68方減少 Lたもの

の， 4月にはいぜんとして約533

万にのぼり， 1932年の同月比で

第2表 1932/33年前半期の失業者〈単位千人〕
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月
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 4J1 I 民739 I 5，331 I 92.9 

〔出典 StatistischelJeilage !?:'U7Il RAB l 1938， 

Nr. 7， S. 1; Nr. 34， S. 1 

7.1%の微減を示すにとどまった。このことは， 1933年前半期の失業者の減少

の多くの部分が， 1932年の同時期と同じように，なお季節的要因に基くもので

あり，循環的な景気回復が労働市場に与える作用がいぜんとして小さかったこ

とを示している。このように失業の減少が緩慢であったのは， 1932年秋以降の

一定の景気回復にともなう就労機会の増加が完全失業者の再雇用へ向かわず，

まずもって「不完全就労者J (Kurzarbeiter) の労働時院延長をもたらしたか

らである。第 3表が示すように，不完全就労者数は1933年 4月には1932年同月

比で35.7%，邑月には36.3%減少している。また， 不完全就労者の構成の変化

をみるならば，不完全就労者のうち週17時間以上回労働時間短縮を強いられて

いた労働者の比率が1933年 1月から 5月までに28.3%から25.4%へ減少し そ

れに応じて16時間以下の不完企就労者の比重が増大している。これを1932年の

37) D. Mencken， Wendepunkt am Arbeitsmarkt， in: Wirtschaftsdienst 18 (1933)， S. 838-9. 
38) G. Kroll， Von der Weltwirtscha/tskrise zur Staats品開iunktur，Berlin 1958， S. 464 
39) Statutische Beilage zum RAB11933， Nr. 7， S. 1; Nr. 34， S. 1 

40) G. Kroll， ot. cit.， S. 462 
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同時期と比較すれば. 1933年前半期に比較的長期の不完全就労者の減少がいか
島

に顕著であったかがヨリ明確となるだろう。 ζのように. 1932年秋以降の一定

の景気回復は，まず不完全就労者の労働時間延長に強いイムバグトを与えたの

であり，このことが景気回復のテンポに比例した労働市場の緩和を|担げる圧迫

要因を形成したのである。

こうした失業者の緩慢な減少という労働市場の動向は，国家財政にとって，

とりわけ地方財政にとって重大な意味をもった。こりことは，失業救済制度の

構成の変化をみれば明らかとなる。失業救済制度は失業保険・緊急扶助・福祉

的失業者扶助の 3段階から構成されていたが，このうち緊急扶助の20;9百と福祉

的失業者扶助の全額が地方財政の負担ときれた。失業保険お上び緊急扶助の給

付は通常58週間を限度としたため，不況の長期化の結果，それらの受給資格を

失って失業救済の最終段階ともいうべき福祉的失業者扶助の給付対象となる失

業者が増加する傾向にあった。第 4表が示すところによれば. 1931年 3月から

1933年 3月の期間に失業保険受給者が48.8%から12.3%へ減少しているのに対

して，福祉的失業者扶助の受給者は19.8%から42.9%へ増加し，両者の比重が

完全に逆転している。失業保険受給者数が減少したのは，ひとつには，不況の

第 3表不完全就労者数と構成 (1932/33午前半期〉

A 不完全就労者数〈単位・千人〉 B 構成〈短縮労働時間/週〉

同月比
1-16時間 17時間以上

a 1932年 b 1933年
(b(a) 

1四年 11悶年 1932年 119畔

1月 328 224 68.3 64.9 71.7 35.1 28.3 

2月 317 215 67.8 65.5 71.4 34.5 28.6 

3月 318 202 63.5 65.2 34.8 

4月 294 189 64.3 65.7 73.3 34.3 26.7 

5月 273 174 63.7 66.1 74.6 33.9 25.4 

注) A~失業保険基金による補駒を受けている不完全就労者に眠る。 B~労働組合員の不定生就
首者。

〔出典〕 島叫'stischeBeilage zum 'RABt 1933， Nr.4 CJahreSd:bersicht)， S. '7; Nr. 7， S. 
5; Nr. 34， S_ 6 
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第 4衰失業救済制度の構成
瞬旦

受給者数(単位:千人〉

σ19) 67 

構成(%)

Alu 1 K，u 1 WE  1その他| 計 A1u 1 Km  I WE  Iそり他

1931年3月 2，314 924 940 563 4，744 48.8 19.5 19.8 ，11.9 

6月 1，412 941 1，017 584 3，954 35.7 23.8 25.7 14.8 

9月 1，345 1，140 1，208 662 4，355 30.9 26.2 27.7 15.2 

12月 1，642 1，506 1，565 955 5，668 29.0 26.6 27.6 16.8 

1932年3月 1，579 1，744 1，944 767 6，034 26.2 28.9 32.2 12.7 

6月 940 1，544 2，164 828 5，476 17.2 28.2 39.5 15目l

9月 618 1，231 2，047 1，207 5，103 12.1 24.1 40.1 23.7 

12月 792 1，281 2，407 1，293 5，773 13.7 22.2 41.7 22.4 

1933年3月 6日6 1，479 2，401 1，033 5，599 12.3 26.4 42.9 18.4 

注) Alu~失業保険受給者; Kru=緊急.w甜受給者 ;WE~福祉的失業者扶助受給者。
〔出典〕 晶 atistischeBeilage zum RABl 1932. Nr. 2， S. 1; Nr. 34， S. 1; 1933， Nr. 4， 

5.1; Nr. 16， 5. 1 

深ま bとともに失業保険の拠出能力が減退して財源不足となったからである。

第 5表が示すように， 1929年から1932年までに平均年間所得は約19%減少し，

また1932年の保険支払者数は1929年の約 3分の 2にすぎない。 1931年までは保

険料の減収を保険拠出率の引上げによってカヴァーすることができたが， 1932 

年にはもはやそれも限界に達したため，保険収入が激減する結果となった。こ

うした事態に直面して，ライヒ政府は1931年10月失業保険給付期間を 6週間短

縮し4ペまた， 1932年 6月には失業保険給付率を233臼|卜げるとともに，受給

第 5衰失業保険制度の推移 (1929-1伺2年〉

年 保〈年険平拠均目出%率〉 保(年険平均支:払千人者31平〈年均 R所M)得

1929 888 3.09 15，403 1，865.7 

1930 1，192 4.83 13，595 1，815.3 

1931 1，2R3 650 11，493 1，717.4 

1932 992 6.50 10，102 1，510.7 

他県) Dritter BerIcht占 γ Reichs削 staltfur A:rbeitsvernu"ttlung und ArbeitsZ，出enver-

sichar制官.， S. 80-81; Via7cr Bcricht， S. 57 59; FI出lfterBerich九S.38-39， 45 

41) L.Prelle沼，op. cit.， S. 442 
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資格を厳しく審査するために「扶助必要度査定制度J (Hilfsbedurftigke出-

prufung) を導入した山。こうした失業保険制度の変更は失業保険受給者をさ

らに減少させ，必然的に失業救済制度の重心を失業保険から緊急扶助へ，さら

には福祉的失業者扶助へ移動させることとなった。しかし同時に，そのことは，

失業者扶助のための地方自治体の財政的負担の増大を招かざるをえなかった。

第 6表か b明らかなように叫，地方財政は1930年以降恒常的な歳入不足ω状態

にあり， 1930年から1932年ま立に約1.8倍増加したヲイヒおよび邦政府の補助

金によっても歳入不足を補填することができず， 1932年度の累積赤字は11億

7，500万 RM(1932年度歳入の24.5%)に達した。これに対して，失業者扶助関

係の財政支出は一貫して増え続け， 1932年度にほ歳出全体に占め畠割合が 40.5

第 6表地方財政の推移(1930ー 1932年) (単位百万 RM)

1五日一一一一一竺1

1930 1931 1932 

歳 入 6，675 5，795 4，791 

歳 出 8.082 6，998 6.289 

差 ヲl -1，407 -1，203 -1，498 

ライヒ・邦補助 49B 637 881 

起 債 651 298 160 

調整後歳入不足 -258 -268 -457 

前年度繰越 -189 447 718 

累積赤字 -447 -715 -1，175 

1，754 2，098 2，545 

歳出に占める比率(%) 21.7 30.0 40.5 

〔出典〕 注43)参照咽

42) B. Lehfeldt， Die ArbeitslosenhiHe nach der Notverordnung vom 14. luni 1932， in: RABl， 
II 1932， S. 227 

43) Die Ausgaben und Einnahmen der ojfentlicken Verwaltung im Deutschen R叫ん j官rdie 
Rechnungsiahre 1929(30 und 1930131 CStatistik des Deutschen Reichs， Bd. 43'0， Berlin 
1933， S. 28-31; Die Ausgaben und Einnahmen der offentlichen Verwaltung im Deutschen 
Reich fur das Rechnuηgsjahr 1931/32 (Statistik des Deutschen Reichs. Bd. 440)， Ber1in 
1934， S. 28-31; Die Finan z削 rtscha!tder offentlichen防Twaltungim De叫schenReich fur 
das Rechnungfahr 1932/33 (晶athtikdes Deutschen Reichs， Bd， 475)， Berlin 19.36， S 

74-77まわ作成。
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%に達している。失業救済のための負担の噌犬が地方財政を庄迫する大きな要

因であったことが明らかで詰ろう。地方財政の忠化を改善するために，ライヒ

政府は1932年6月の第 1次パーベγ計画において①福祉的失業者扶助の給付率

ω15%引下げ，①地点自治体に対する 6i~7J2 日0万 RM にのぼる補助金の交付

から成る救済策を打b出したω。また， 11月には緊急、扶助の受給資格を失った

者がひき続いて福証的失業者扶助の給付を受けることを禁止して，地方自治体

の負担軽減を図コた制。しかし，これらの措置はいずれも一時的な緊急措置以

上のものではなかったため，地方財政の再建問題は急務の課題として残された

のである。

以上の労働市場の動向とそれに規定された地方財政の危機的状況に南面して，

ナチ政府は，国家主導の有効需要創出によって失業者を生産過程へ吸引すると

同時に失業救済のための財政的負担を軽減することを目的とする直接的雇用創

出政策路線を打ち出した。その場合に，ナチ党指導部は完全失業者の速やかで

顕著な減生という「目に見える成果」を挙げることによって新政府の統治能力

を立証する乙とを迫られた。そのためには，資本集約性の高い投資に重点が置

かれる再軍備政策より，労働集約的公共事業を重点的に実施した方がヨリ効果

的であった。こうした労働市場政策および財政政策上の配慮が直接雇用創出の

ための政策選択を規定し，ナチ党指導部をしてゼノレテ草案・ラインハノレト計画

の路線を受け容れさせたひとつの要凶を形成したといえよう。

一一未完

44) Verordnung zur Erhaltung der Arbitslo5ellhilfe und cler Sozialversicherung sowie五"'
Erleichterung der Wohlfahrtslasten der Gemeinden vom 14.6.1932， in: RGBI， 1 1933， S 

273 f; auch B. Lehfeldt， ot. cit.， S. 22tl 
45) Erlas des RAM uber die UnterstUtzungsdauer in der Krisenfursorge fur Arbeitslosen 

vom 7. 11. 1932. Vgl. Sechster Bericht der Reichsanstalt fur Arbeitsver刷出lungund 

Ar beit s los en vers ic her附 rgfur die Zeit vom 1. Aρril1933 bis zum 81.Marz 1934， S. 3 


